
1 

 

 

「長野県松本文化会館自動販売機設置及び維持管理業務委託」見積条件 
(見積合わせ説明書) 

 

 

 （一財）長野県文化振興事業団が管理運営する長野県松本文化会館に自動販売機を設置する

事業者（以下「設置事業者」という。）を募集します。 

この募集に参加される方は、この募集要項の内容を承知のうえ、お申し込みください。 

 

１ 応募資格要件 

  長野県の入札参加資格を有する事業者。 

 

２ 公募事項及び条件等 

 (1) 自動販売機の設置及び維持管理の業務委託 

 (2) 設置物件 

    財産の名称：長野県松本文化会館 

所 在 地：松本市水汲69-2 

物件 

番号 
設置箇所 面積 位置 販売品目 摘要 

１ 

１ 階 正 面 玄 関

ホールの一角② 

及び楽屋口⑤ 

1．818㎡×２箇

所 

合計3.636㎡ 

位置図②

及び⑤ 

清涼飲料 

(缶・ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ) 

・スポーツ飲

料を含める。 

・乳飲料、乳酸

菌 飲 料 を 除

く。 

２ 

１ 階 正 面 玄 関

ホールの一角③ 

及び楽屋口⑥ 

1.818㎡×２箇

所 

合計3.636㎡ 

位置図③

及び⑥ 

清涼飲料 

(缶・ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ) 

・スポーツ飲

料を含める 

・乳飲料、乳酸

菌 飲 料 を 除

く。 

※ 面積には、転倒防止器具・放熱余地・回収ボックス（自販機１台につき２台）設置部

分を含みます。 

(3) 販売商品の種類及び販売価格 

 ① 販売商品の種類 

   上記(2)記載の販売品目（及び摘要）欄に記載のとおりとします。 

   酒類及びタバコの販売はできません。 

 ② 販売価格 

   標準販売価格（定価）以下としてください。 

 

(4) 委託条件等 

   ① 委託期間 

     令和８年４月１日から令和１１年３月３１日までとします。（更新なし） 

     ただし、県が公用又は公共用に供するため必要が生じたとき、設置事業者（借受

者）が、委託条件のいずれかに違反する行為を行ったときは、貸付契約を解除するこ

とがあります。 

   ② 販売手数料 

     採用された見積書に記載された金額に、当該金額の100分の10に相当する額を加算

した金額をもって販売手数料とし、契約当初に販売手数料を（一財）長野県文化振興

事業団が発行する請求書により（一財）長野県文化振興事業団が指定する日までに納
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入してください。 

     ただし、消費税額分について、委託期間中に消費税率の変更があった場合は、新税

率による消費税との差額を加算することとします。 

なお、行政財産の目的外使用料は販売手数料に含みます。 

   ③ 光熱水費及びその他必要経費 

電気料等設置に伴い管理上必要とする経費は、自動販売機設置事業者の負担とし、

販売手数料とは別に通知するところにより納入してください。 

なお、設置事業者は、自動販売機の設置に当たり光熱水費を算定するための子メー

ターを自らの負担で設置してください。 

また、自動販売機の設置及び撤去に要する工事費、移転費その他必要とされる一切

の経費についても設置事業者の負担とします。 

   ④ 環境配慮 

     設置する自動販売機は、省エネルギー、ノンフロン対応等の環境負荷を低減した機

種としてください。 

  (5) 禁止事項 

 ① 自動販売機を設置する権利を第三者に譲渡又は転貸することはできません。 

 ② 自動販売機の設置及び管理運営に必要な一切の業務を第三者に委託することはで

きません。 

(6) 維持管理責任 

   ① 商品補充、金銭管理など自動販売機の維持管理については、設置事業者が行ってく

ださい。 

なお、盗難等による商品及び自動販売機が汚損又は損傷したときは、設置事業者の

負担により速やかに復旧するとともに、設置事業者の損害について、長野県松本文化

会館館長の責に帰することが明らかな場合を除き、長野県松本文化会館館長はその

責を負いません。 

また、賞味期限等に留意して、商品管理を適切に行ってください。 

   ② 使用済み容器の回収ボックスは、原則として自動販売機１台に２個の割合で貸付

面積を超えない範囲で設置し、設置事業者の責任で適切に回収、リサイクルを行って

ください。また、回収ボックスから使用済み容器が溢れたりすることがないよう回収

頻度等について十分考慮のうえ、適切な維持管理に努めなければなりません。 

   ③ 衛生管理及び感染症対策については、関係法令等を遵守するとともに、関係機関等

への届出、検査等が必要な場合は、遅滞なく手続き等を行わなければなりません。 

   ④ 自動販売機の設置に当たっては、設置事業者の負担により転倒防止等の必要な安

全措置を行わなければなりません。 

   ⑤ 自動販売機の故障、問い合わせ及び苦情等については、設置事業者の責任において

対応してください。また、自動販売機に故障時等の連絡先を明記してください。 

   ⑥ 設置事業者は、受託期間中に（一財）長野県文化振興事業団から報告を求められた

ときは、自動販売機毎の販売実績（缶・ペットボトルの別、容量の別、月別の販売本

数と販売総額等）を指定された日時までに（一財）長野県文化振興事業団に報告する

こととします。 

     なお、報告された販売量については次回入札等の際に公表します。 
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  (7) 原状回復等 

    設置事業者は、委託期間が満了し、又は契約が解除された場合には、速やかに原状回

復してください。 

また、設置事業者は、長野県松本文化会館館長に対し、原状回復に要した費用、自動

販売機の設置に伴い支出した費用、有益費その他一切の費用について、補償を請求する

ことができません。 

 

３ 参考データ 

  (1) 利用可能日 

    長野県文化会館条例（昭和５７年条例第３３号）第１１条に定める日を除く毎日。 

  (2) 勤務者数（職員数、委託業者人数）３６人（令和８年２月１日現在） 

  (3) 利用者数１日平均 約６３７人（令和５年４月から令和７年１２月までの実績） 

  (4) 売上実績（令和５年４月から令和７年１２月までの実績） 

 
 

現在

番号 

次 契

約 時

番号 

設置箇所 
販売品目 

(記載例) 
売上数量 

 

備 考 

➀ ➀ 
１階玄関ホールの一角 

ただし、入札対象外 

清涼飲料 

(缶・ペットボ

トル) 

24,707本 

売上数量は令和５年４月～令和７

年１２月までの３３ケ月間、利用

者数１日平均約６３７人の実績 

② ② １階玄関ホールの一角 

清涼飲料 

(缶・ペットボ

トル) 

15,186本 

売上数量は令和５年５月～令和７

年１２月までの３２ケ月間、利用

者数１日平均約６４０人の実績 

③ ③ １階玄関ボールの一角 

清涼飲料 

(缶・ペットボ

トル) 

20,485本 

売上数量は令和５年４月～令和７

年１２月までの３３ケ月間、利用

者数１日平均約６３７人の実績 

④ ⑤ １階楽屋口の一角 

清涼飲料 

(缶・ペットボ

トル) 

4,358本 

 

同上 

 

⑤ ⑥ １階楽屋口の一角 

清涼飲料 

(缶・ペットボ

トル) 

5,947本 

 

同上 

 

 

 

④ １階玄関ホールの一角 

ただし、入札対象外 

清涼飲料 

(缶・ペットボ

トル) 

実績無し 

令和８年４月から新たに設置 

    ※ １ 売上数は現設置事業者の申告した数量です。 

    ※ ２ 自販機番号は別添配置図（①～⑥）のとおりです。 

        令和８年４月から１階玄関ホールの一角は１台増設となります。 

    

４ 見積申込手続 

見積書類の提出 

(1) 提出方法 

下記の申込先に下記(3)に記載の書類を直接又は郵送により提出してください。電

話、電報、テレックス、ファックス及びインターネットによる受付は行いません。 

なお、郵送により提出する場合は、封筒に入れ密封してください。 
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【申込先】 

長野県松本文化会館 施設運営課 

〒３９０－０３１１ 

松本市水汲６９－２ 

  (2) 提出期限 

    下記(3)のうち、② 

     令和８年２月２７日（金）（午前９時必着） 

     休館日（令和８年２月１７日(火)、２４日（火））を除く毎日９時から１７時の間

受け付けます。 

    下記(3)のうち、①および③ 

     令和８年３月９日（月）（午前９時必着） 

     休館日（令和８年２月１７日(火)、２４日(火)、３月３日（火））を除く毎日９時

から１７時の間受け付けます。 

    

(3) 提出書類（提出部数 各 1 部） 

  提  出  書  類 法人 個人 摘要 

① 入札（見積）書（別紙１） ○ ○ 

必要枚数 

令和８年３月９日 

9：00 必着 

② 

設置する自動販売機のカタログ及

び回収ボックスのサイズが確認で

きる書類等 

○ ○ 
令和８年２月２７日 

9：00 必着 

③ 
見積に関わる委任状（必要な場合）

（別紙２） 
○ ○ 

令和８年３月９日 

9：00 必着 

 

 なお、提出された書類審査において疑義が生じた場合等確認をしますので、担当者の 

所属、氏名及び連絡先を明記して下さい。これに応じない場合確認が取れませんので見 

積資格を失うことがありますので、ご承知置き下さい。 

 

  (4) 見積金額（販売手数料） 

見積金額は３６ヶ月分の販売手数料額とし、消費税が課税される物件の契約額の

決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額

（消費税額）を加算した金額をもって決定価格としますので、入札参加者は、消費税

に係る課税事業者であるのか免税事業者であるかを問わず、入札金額の110分の100

に相当する金額（消費税別の金額）を入札書に記載してください。 

ただし、消費税額分について、委託期間中に消費税率の変更があった場合は、新税

率による消費税との差額を加算することとします。 

 

５ 見積合わせ 

提出された見積書により、次のとおり見積合わせを行います。 

なお、見積参加者の立ち合いを求めないものとします。 
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(1) 見積合わせの日時 

令和８年３月９日（月）  １０時００分 

(2) 見積合わせの場所 

  長野県松本文化会館  

    所在地：松本市水汲６９－２ 

  電 話：０２６３－３４－７１００ 

(3) 見積の採用順位 

  次のとおり見積の採用順位を定め、この順に見積合わせを行います。 

 

(4) 採用順位に係る見積書の無効 

採用順位１の採用者が提出した採用順位２の見積は無効とします。ただし、採用者の

他に見積書の提出がない場合及び予定価格以上の有効な見積がない場合は、無効とせ

ず有効なものとします。（一抜け方式とします。） 

(5) 見積合わせをした場合において、予定価格以上の価格の見積がないときは、不調と

します。 

(6) 無効の見積書 

次の各号のいずれかに該当する見積書は、無効とします。 

① 応募資格のない者が行った入札 

② 同一人が見積った２通以上の見積書全部 

③ 見積参加者が協定して見積ったもの 

④ 募集物件番号及び見積額のないもの 

⑤ 金額を訂正し、訂正印のないもの 

⑥ 記名、押印のないもの 

⑦ 誤字、脱字等により意思表示が明確でないもの 

⑧ その他この「見積条件」に規定する条項に違反したもの 

 

６ 設置事業者の決定 

設置事業者の決定は次のとおりとします。 

(1) 有効な見積書を提出した者であって、長野県松本文化会館館長が定めた予定価格以

上で、最高の価格をもって応募した者を設置事業者とします。 

 

 

 

採用

順位 

物件 

番号 
設置箇所 面積 位置 販売品目 摘要 

１ １ 

１階正面玄関

ホールの一角 

②及び 

楽屋口⑤ 

1．818㎡×２箇所 

合計3.636㎡ 
位置図②及び⑤ 

清涼飲料 

(缶・ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ) 

・スポーツ飲

料を含める。 

・乳飲料、乳酸

菌 飲 料 を 除

く。 

２ ２ 

１階正面玄関

ホールの一角

③及び楽屋口

⑥ 

1.818㎡×２箇所 

合計3.636㎡ 
位置図③及び⑥ 

清涼飲料 

(缶・ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ) 

・スポーツ飲

料を含める 

・乳飲料、乳酸

菌 飲 料 を 除

く。 
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７ 契約の締結 

設置事業者は、決定の日から５日以内に長野県松本文化会館館長と業務委託契約書（別

紙）により契約を締結しなければなりません。 

 

８ 設置事業者の決定の取り消し 

(1) 正当な理由なくして、指定の期日までに契約を締結しない場合 

  (2) 設置事業者が応募資格を失った場合 

 

９ その他 

(1) 契約・貸付手続きに関する一切の費用については、設置事業者の負担とします。 

(3) 契約締結後、食品衛生法等の法令の規定により営業等の許認可を要する場合には、

営業開始までに長野県松本文化会館館長に許認可を証する書類（許可証の写しなど）

を提出してください。 

 

 

【お問い合わせ先】 

長野県松本文化会館 施設運営係長 宮坂 文章 

〒３９０－０３１１ 

松本市水汲６９－２ 

電話 ０２６３－３４－７１００ 

   



7 

 

（別紙１） 

見積書 
 

令和  年  月  日 

 

 

 長野県松本文化会館長 様 

 

 

 

見 積 人 

住    所 

商号又は名称 

               代 表 者 氏 名                ㊞ 

 

 

   見積条件を熟覧のうえ下記のとおり見積します。 

 

記 

  

業 務 等 名 

 

 長野県松本文化会館自動販売機設置及び維持管理業務委託 

業 務 箇 所 松本市大字水汲６９番２ 長野県松本文化会館 

見 積 金 額 

金                 円 

  

  （ただし、消費税金額を除く） 

摘   要 

（該当番号に○をして下さい。） 

 

   １  物件番号１の見積 

   ２  物件番号２の見積 

 

 

 


